
（参考）中小M＆Aガイドライン（第3版）等について

中小企業庁 財務課



中小M&Aガイドラインの改訂（第3版）の概要

●第3版改訂では、手数料も踏まえつつ、質の高い仲介者・FAが選ばれる環境を促すため、手数料・提供業務に関する事項を追記。

●加えて、前回第2版改訂時と同様にM＆A支援機関の支援の質を確保する観点から、仲介者・FAが実施する営業・広告に係る
規律や仲介者において禁止される利益相反事項等の具体化を図っている。

●さらに、譲り渡し側・譲り受け側の当事者間におけるトラブルに関し、最終契約後にトラブルに発展するリスク、その対応策について
解説するとともに、仲介者・FAに対して求める対応や最終契約の不履行を意図的に生じさせるような不適切な譲り受け側を市場か
ら排除するための対応についても追記している。
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①仲介・FAの手数料・提供業務に関する事項

【中小企業向け】手数料と業務内容・質等の確認の重要性⇒（納得できない場合）他の仲介者・FAへの依頼、手数料の交渉の検討

【仲介者・FA向け】手数料（仲介者の場合、相手方の手数料を含む。）の詳細、プロセスごとの提供業務の具体的説明、

 担当者の保有資格、経験年数・成約実績の説明。 手数料の交渉を受けた際の誠実な対応の検討。

②広告・営業の禁止事項の明記

【仲介者・FA向け】 広告・営業先が希望しない場合の広告・営業の停止、M＆Aの成立可能性や条件等について誤解を与える広告・営業等の禁止。

③利益相反に係る禁止事項の具体化

【仲介者向け】 追加手数料を支払う者やリピーターへの優遇（当事者のニーズに反したマッチングの優先実施、譲渡額の誘導等）の禁止、

 情報の扱いに係る禁止事項の明確化⇒これらの禁止事項は仲介契約書に仲介者の義務として定める必要。

④ネームクリア・テール条項に関する規律

【仲介者・FA向け】 譲り渡し側の名称の譲り受け側への開示（ネームクリア）前の、譲り渡し側の同意の取得、譲り受け側との秘密保持契約の締結の徹底。

 テール条項の対象の限定範囲の具体化・専任条項がない場合の扱いについての限定。

⑤最終契約後の当事者間のリスク事項について

【中小企業向け】 最終契約・クロージング後に当事者間でのトラブルとなりうるリスク事項の解説⇒専門家の支援を受けつつ、自らでも確認することの重要性。

【仲介者・FA向け】リスクの認識時、最終契約締結前等に、当事者間でのリスク事項についての依頼者に対する具体的説明。

⑥譲り渡し側の経営者保証の扱いについて

【中小企業向け】 士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センターへの相談＊や経営者保証の提供先の金融機関等へのM＆A成立前の相談＊の検討。

【仲介者・FA向け】 上記＊の相談が選択肢となる旨の説明・相談する場合の対応、最終契約における経営者保証の扱いの調整。

【金融機関向け】 M＆Aの成立前又は成立後に経営者保証の解除又は移行について相談を受けた場合の「経営者保証に関するガイドライン」に基づく対応。

⑦不適切な事業者の排除について

【仲介者・FA、M＆Aプラットフォーマー向け】 譲り受け側に対する調査の実施、調査の概要・結果の依頼者への報告。不適切な行為に係る情報を取得した

際の慎重な対応の検討。業界内での情報共有の仕組みの構築の必要性、当該仕組みへの参加有無の説明。
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手数料の公表について

⚫ R6年度の「M＆A支援機関登録制度」における登録継続の要件として、手数料の算定基準の開示を求める。「M＆A支
援機関登録制度」ホームページ上のデータべース（https://ma-shienkikan.go.jp/search）で公表。

⚫ さらに、最低手数料の水準や報酬基準額の種類等で検索が可能。

登録支援機関データベース 支援機関別の手数料体系

※支援形態（仲介・FA）/支援対象（譲受・譲渡）別に表示

サンプル

株価レーマン方式

レーマン方式

※「M＆A支援機関登録制度」における登録支援機関データベース https://ma-shienkikan.go.jp/search

←クリック

←検索（例えば、以下の条件でクロス検索可能）
・支援業務提供都道府県⇒東京都
・支援内容⇒FA・譲受側
・最低手数料⇒500万円～1,000万円
・成功報酬の算定方法⇒株価レーマン方式

https://ma-shienkikan.go.jp/search
https://ma-shienkikan.go.jp/search
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⚫ M&A支援機関を選定する前に、

① 「M&A支援機関登録制度」の登録機関であるか
【 重要】、

② 手数料、支援内容等についての具体的な説明を受
けたか確認しましょう。

⇒（手数料や支援内容等について疑問がある時）事業承継・
引継ぎ支援センターや士業等専門家への相談（セカ
ンド・オピニオン）が有効です。

⇒（納得できない場合）他の支援機関への依頼や手数
料の交渉といった対応を検討しましょう。 

（参考）M&A支援機関の選定ポイント

※中小企業庁「M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項があります。」（令和6年10月30日）
https://ma-shienkikan.go.jp/documents/M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項.pdf

⚫ 第3版ガイドラインの内容等を基に、M＆Aを検討する中小企業がM＆A支援機関を選定するにあたりチェックすべきポイン
ト（M＆A支援機関であるか、手数料の内容、支援の内容、担当者の資格・実績等）について周知するチラシを作成。

https://ma-shienkikan.go.jp/documents/M&A支援機関の選定・契約時に確認すべき事項.pdf
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⚫ 不適切な譲り受け側とのM＆Aの防止に関して、第3版ガイドラインの内容等を基に中小企業向けに注意喚起チラシを作
成し、注意を実施。

注意喚起（M&Aに関するトラブルにご注意ください）の実施

※中小企業庁「M&Aに関するトラブルにご注意ください」（令和6年8月30日）
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_trouble.pdf

特に注意いただきたいケース

✓売手の財務状況が厳しく、経営者保証の扱いが
重要になる場合。

✓クロージング時点では低額の譲渡対価で、クロージ
ングから一定期間後に相当程度の譲渡対価を支払
うという条件を提示されている場合。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_trouble.pdf
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